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(57)【要約】
【課題】より高精度に物体を正しい単位で検出すること
ができる物体検出装置を提供する。
【解決手段】物体検出装置は、Ｓ１０８でクラスタが過
結合していると判定した場合、Ｓ１１１で過結合クラス
タを分割し、Ｓ１１２で画像物標に対応する点群におけ
る部分のクラスタを物体として検出する。また、物体検
出装置は、Ｓ１１３でクラスタが過分割していると判定
した場合、Ｓ１１６で画像物標に対応する点群における
部分に存在する２以上のクラスタを結合し、結合後のク
ラスタを物体として検出する。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の測距エリアに光を照射するように構成された照射部（２）と、
　前記照射部により照射された光が反射した光である反射光と、環境光と、を受光するよ
うに構成された受光部（３）と、
　前記反射光に基づく情報である点群と、画像と、に基づいて所定の物体を検出するよう
に構成された検出部（５１～５４）と、
　を備え、
　前記点群は、測距エリア全体で検出された反射点の群であり、
　前記画像は、前記環境光に基づく画像である環境光画像、前記反射光に基づき検出され
る前記物体までの距離に基づく画像である距離画像及び前記反射光の反射強度に基づく画
像である反射強度画像のうちの少なくとも１つである、物体検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記点群をクラスタリングすることにより生成された複数のクラスタのうち２以上
のクラスタが前記画像物標に対応する前記点群における部分に存在すると判定した場合、
前記２以上のクラスタを１つの前記物体として検出する、物体検出装置。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記点群をクラスタリングすることにより生成された複数のクラスタのうち前記画
像物標に対応する前記点群における部分と比較してサイズが大きな過結合クラスタが前記
画像物標に対応する前記点群における部分に存在していると判定した場合、前記過結合ク
ラスタのうち前記画像物標に対応する部分を分離して前記物体として検出する、物体検出
装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の物体検出装置であって、
　前記過結合クラスタのうち前記画像物標に対応する部分である対象クラスタと、前記過
結合クラスタのうち前記画像物標に対応する部分を除いた部分である隣接クラスタと、の
最短距離が、前記対象クラスタにおける隣り合う２点間の距離の中で最大となる距離より
も大きくなり、かつ、隣接クラスタにおける隣り合う２点間の距離の中で最大となる距離
よりも大きくなるように前記過結合クラスタを分割する、物体検出装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記画像物標が示す前記物体の種別に応じて、前記物体のサイズが、あらかじめ設
定されたサイズの範囲内であると判定した場合、前記画像物標に対応する前記点群におけ
る部分を前記物体として検出する、物体検出装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記画像物標が示す前記物体の種別に応じて、前記物体までの距離が、あらかじめ
設定された距離の範囲内であると判定した場合、前記画像物標に対応する前記点群におけ
る部分を前記物体として検出する、物体検出装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、第１の解像度の前記画像と、前記点群を構成する複数の前記反射点を検
出する単位の数を示す第１の点群解像度の前記点群と、に基づいて前記物体を検出可能で
あるとともに、前記第１の解像度よりも高い第２の解像度の前記画像と、前記第１の点群
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解像度よりも高い第２の点群解像度の前記点群と、に基づいて前記物体を検出可能である
、物体検出装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の物体検出装置であって、
　前記受光部は、複数の受光素子を有し、
　前記検出部は、前記複数の受光素子のうち第１の個数の受光素子を１画素とする前記第
１の解像度と、前記複数の受光素子のうち前記第１の個数よりも数が少ない第２の個数の
受光素子を１画素とする前記第２の解像度と、に切り替え可能である、物体検出装置。
【請求項９】
　請求項７又は請求項８に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記点群をクラスタリングすることにより複数のクラスタを生成し、
　前記検出部は、前記複数のクラスタのうち２以上のクラスタが前記画像物標に対応する
前記点群における部分に存在すると判定された場合、又は、前記複数のクラスタのうち前
記画像物標に対応する前記点群における部分と比較してサイズが大きな結合クラスタが前
記画像物標に対応する前記点群における部分に存在していると判定された場合、前記画像
の解像度を前記第１の解像度から前記第２の解像度に切り替え、前記画像物標を検出し、
前記点群の点群解像度を前記第１の点群解像度から前記第２の点群解像度に切り替え、前
記点群をクラスタリングする、物体検出装置。
【請求項１０】
　請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記照射部は、前記測距エリアにおける少なくとも一部の範囲に光を照射する回数を、
第１の照射回数と、前記第１の照射回数よりも多い第２の照射回数と、に切り替え可能で
ある、物体検出装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記画像において前記物体であると識別された部分である画像物標を検
出し、前記点群をクラスタリングすることにより複数のクラスタを生成し、
　前記照射部は、前記複数のクラスタのうち２以上のクラスタが前記画像物標に対応する
前記点群における部分に存在すると判定された場合、又は、前記複数のクラスタのうち前
記画像物標に対応する前記点群における部分と比較してサイズが大きな過結合クラスタが
前記画像物標に対応する前記点群における部分に存在していると判定された場合、前記第
１の照射回数から前記第２の照射回数に切り替え、
　前記検出部は、光を照射する回数が前記第１の照射回数から前記第２の照射回数に切り
替えられた場合、前記第２の照射回数において、前記画像物標を検出し、前記点群をクラ
スタリングする、物体検出装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記点群と、前記点群を構成する複数の前記反射点を検出する単位の数
を示す点群解像度とは異なる解像度の前記画像と、に基づいて前記物体を検出可能である
、物体検出装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、前記点群と、前記点群の前記点群解像度とは異なる解像度の前記環境光
画像と、に基づいて前記物体を検出可能である、物体検出装置。
【請求項１４】
　請求項１から請求項１３までのいずれか１項に記載の物体検出装置であって、
　前記検出部は、第３の解像度を有する前記環境光画像と、前記第３の解像度とは異なる
第４の解像度を有する前記距離画像及び前記反射強度画像のうちの少なくとも１つと、に
基づいて前記物体を検出可能である、物体検出装置。
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【請求項１５】
　請求項１４に記載の物体検出装置であって、
　前記点群を構成する複数の前記反射点を検出する単位の数を示す点群解像度は、前記距
離画像及び前記反射強度画像のうちの少なくとも１つの解像度と一致する、物体検出装置
。
【請求項１６】
　請求項１４又は請求項１５に記載の物体検出装置であって、
　外部の明るさを判定する明るさ判定部を更に備え、
　前記検出部は、前記明るさ判定部により外部の明るさが所定の閾値よりも明るいと判定
された場合、外部の明るさが前記所定の閾値よりも明るくないと判定された場合と比較し
て相対的に解像度の高い前記環境光画像と、相対的に解像度の低い前記距離画像及び前記
反射強度画像のうちの少なくとも１つと、に基づいて前記物体を検出する、物体検出装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、物体検出装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、レーザレーダにより検出された複数の検出点をクラスタリングするこ
とにより生成されたクラスタを用いて物体を検出する物体識別装置が記載されている。具
体的には、物体識別装置は、前回生成されたクラスタと、今回生成されたクラスタと、の
一致度を計算することで物体を表すクラスタを特定する。このとき、物体識別装置は、ク
ラスタがツリー構造をなしていることを利用して、根ノードのクラスタから子ノードのク
ラスタに向かって一致度を計算していく。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－２２８２５９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、発明者の詳細な検討の結果、以下の課題が見出された。すなわち、特許
文献１に記載の装置のように点群のみを用いてクラスタリングすると、物体を正しい単位
で検出しにくい。例えば、検出対象とする物体について、本来生成されるべきクラスタよ
りも小さいクラスタが根ノードのクラスタとして生成された場合、根ノードのクラスタよ
りも大きなクラスタを物体として検出することが難しく、過分割されてしまう。また、例
えば、前回生成されたクラスタが存在しない場合、つまり初回のクラスタリング時には、
前回生成されたクラスタと、今回生成されたクラスタと、の一致度を計算することができ
ないため、物体を表すクラスタを特定することが難しく、検出精度が低くなってしまう。
【０００５】
　本開示の一局面は、より高精度に物体を正しい単位で検出することができる物体検出装
置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の一態様は、物体検出装置であって、照射部（２）と、受光部（３）と、検出部
（５１～５４）と、を備える。照射部は、所定の測距エリアに光を照射するように構成さ
れる。受光部は、照射部により照射された光が反射した光である反射光と、環境光と、を
受光するように構成される。検出部は、反射光に基づく情報である点群と、画像と、に基
づいて所定の物体を検出するように構成される。点群は、測距エリア全体で検出された反
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射点の群である。画像は、環境光に基づく画像である環境光画像、反射光に基づき検出さ
れる物体までの距離に基づく画像である距離画像及び反射光の反射強度に基づく画像であ
る反射強度画像のうちの少なくとも１つである。
【０００７】
　このような構成によれば、より高精度に物体を正しい単位で検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】物体検出装置の構成を示すブロック図である。
【図２】歩行者を示す画像物標の模式的な図の一例である。
【図３】点群における歩行者を示す部分の模式的な図の一例である。
【図４】ミキサー車を示す画像物標の模式的な図の一例である。
【図５】点群におけるミキサー車を示す部分の模式的な図の一例である。
【図６】第１実施形態の物体検出処理の前半部分を示すフローチャートである。
【図７】第１実施形態の物体検出処理の後半部分を示すフローチャートである。
【図８】第２実施形態の物体検出処理の前半部分を示すフローチャートである。
【図９】第２実施形態の変形例の物体検出処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本開示の例示的な実施形態について図面を参照しながら説明する。
　［１．構成］
　図１に示す物体検出装置１は、車両に搭載して使用され、光を照射し、照射した光を反
射する物体からの反射光を受光することで、車両前方に存在する物体を検出する。
【００１０】
　物体検出装置１は、図１に示すように、照射部２と、受光部３と、記憶部４と、処理部
５と、を備える。
　照射部２は、車両の前方における測距エリアにレーザ光を照射する。測距エリアは、水
平方向及び鉛直方向のそれぞれに所定の角度範囲で広がるエリアである。照射部２は、レ
ーザ光を水平方向に走査する。
【００１１】
　受光部３は、測距エリアからの入射光の光量を検出する。受光部３により検出される入
射光には、照射部２により照射されたレーザ光が物体で反射した反射光の他、太陽光の反
射光などの環境光が含まれる。
【００１２】
　測距エリアは、複数の分割エリアに区分されており、複数の分割エリアごとに入射光の
光量を検出可能である。測距エリアを、受光部３を視点として前方（すなわち、レーザ光
の照射方向）を見たときに視認される２次元平面として表したとき、上述した複数の分割
エリアは、当該２次元平面を水平方向及び鉛直方向に関して複数段に分割した１つ１つの
領域に対応する。分割エリアそれぞれは、３次元空間として見れば、受光部３から延びる
直線にそって長さを持つ空間領域である。分割エリアごとに、上述した直線の水平方向の
角度及び鉛直方向の角度が対応付けられて定まる。
【００１３】
　本実施形態では、測距エリアが、従来の一般的なＬＩＤＡＲと比較して細かな分割エリ
アに区分されている。例えば、測距エリアにおける分割エリアの数が、上述した２次元平
面において、水平方向に５００個、鉛直方向に１００個に区分されるように設計されてい
る。
【００１４】
　各分割エリアには、１つ以上の受光素子が対応づけられている。１つの分割エリアに対
応づけられる受光素子の数によって、分割エリアの大きさ（すなわち、上述した２次元平
面上においては、その面積の大きさ）が変化する。１つの分割エリアに対応づけられる受
光素子の数が少ないほど、１つの分割エリアの大きさは小さくなり、分解能が高くなる。
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このような構成を実現するため、受光部３は複数の受光素子が配列されている受光素子ア
レイを備える。受光素子アレイは、例えばＳＰＡＤ、その他のフォトダイオードによって
構成される。なお、ＳＰＡＤは、Ｓｉｎｇｌｅ　Ｐｈｏｔｏｎ　Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｄ
ｉｏｄｅの略である。
【００１５】
　上述したように、入射光には、反射光と環境光が含まれる。照射部２により照射された
レーザ光が物体で反射した反射光は、レーザ光の照射タイミングを開始時刻とする一定期
間の入射光の光量をサンプリングした、時間と入射光の光量との関係を表す受光波形にお
いて、環境光と十分に区別可能なピークとして検出される。照射部２によるレーザ光の照
射タイミングから反射光の検出タイミングまでの時間から、レーザ光が物体で反射した反
射点までの距離が算出される。したがって、分割エリアの水平方向及び鉛直方向の角度、
及び、物体検出装置１からの距離から、反射点の３次元位置が特定される。反射点の３次
元位置は分割エリアごとに特定されるため、測距エリア全体で検出された反射点の群であ
る点群の３次元位置が特定される。つまり、レーザ光を反射した物体について、その３次
元位置と、３次元空間における水平方向及び鉛直方向のサイズと、が特定される。なお、
後述するクラスタリング等の処理のため、反射点の３次元位置は、Ｘ，Ｙ，Ｚの座標値に
変換される。
【００１６】
　環境光は、反射光が検出されない期間における受光波形として検出される。例えば、レ
ーザ光の反射光を検出するために設定されている期間が経過した後の受光波形が環境光と
して検出されてもよい。上述のように、受光部３は、各分割エリアからの入射光の光量を
検出することから、受光された環境光に基づき、横５００画素、縦１００画素の解像度か
つ多階調のグレースケール画像が環境光画像として生成される。つまり、環境光画像は、
車両の前方をカメラで撮影した場合と同様の画像となる。加えて、点群における各反射点
の角度位置と、環境光画像における各画素の位置とは１対１で対応することから、環境光
画像を画像解析して認識される物体と、点群において認識される物体と、の対応関係が高
い精度で特定可能となる。なお、環境光画像は、後述する画像生成部６１で生成される。
【００１７】
　記憶部４は、種別情報と、距離閾値と、サイズ閾値と、を記憶している。
　種別情報とは、検出対象とする物体の種別のことである。検出対象とする物体には、歩
行者、先行車両などの、運転者が運転時に注目すべき物体が含まれる。
【００１８】
　距離閾値とは、検出対象とする物体を検出し得る距離範囲の目安として物体の種別ごと
に設定されている閾値のことである。例えば、物体検出装置１の性能、走行環境等の要因
により、所定距離以上離れた位置に歩行者を検出できる可能性が極めて低い場合、当該所
定距離が歩行者についての距離閾値として設定される。なお、使用される距離閾値が走行
環境等に応じて変更されてもよい。
【００１９】
　サイズ閾値とは、検出対象とする物体の適正なサイズの目安として物体の種別ごとに設
定されている閾値のことである。例えば、歩行者の可能性がある高さ及び幅の範囲であっ
て、当該範囲を超える場合は歩行者である可能性が極めて低い高さ及び幅の範囲それぞれ
の上限値が、歩行者についてのサイズ閾値として設定される。下限値を設定しないことに
より、例えば、歩行者の上半身のみしか撮像されていない場合などであっても、歩行者で
あるとの判定が可能となる。
【００２０】
　処理部５は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリ等を有する周知の
マイクロコンピュータを中心に構成される。ＣＰＵは、非遷移的実体的記録媒体であるＲ
ＯＭに格納されたプログラムを実行する。当該プログラムが実行されることで、当該プロ
グラムに対応する方法が実行される。具体的には、処理部５は当該プログラムに従い、後
述する図６及び図７に示す物体検出処理を実行する。なお、処理部５は、１つのマイクロ
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コンピュータを備えてもよいし、複数のマイクロコンピュータを備えてもよい。
【００２１】
　処理部５は、ＣＰＵがプログラムを実行することで実現される機能ブロック、すなわち
、仮想的な構成要素として、点群生成部５１と、クラスタ生成部５２と、識別部５３と、
物体検出部５４と、切替部５５と、画像生成部６１と、を備える。処理部５に含まれる各
部の機能を実現する手法はソフトウェアに限るものではなく、その一部又は全部の機能は
、一つあるいは複数のハードウェアを用いて実現されてもよい。例えば、上記機能がハー
ドウェアである電子回路によって実現される場合、その電子回路は、デジタル回路、又は
アナログ回路、あるいはこれらの組合せによって実現されてもよい。
【００２２】
　点群生成部５１は、受光波形に基づき点群を生成する。点群とは、測距エリア全体で検
出された反射点の群である。反射点とは、照射部２によるレーザ光が反射した点を表すも
のであって、上述した分割エリアごとに取得される。１つの分割エリアに対応づけられる
受光素子の数を変更することで、当該点群において、点群解像度を切り替えることが可能
である。点群解像度とは、点群を構成する複数の反射点を検出する単位（すなわち分割エ
リア）の数である。
【００２３】
　クラスタ生成部５２は、点群生成部５１により生成された点群をクラスタリングするこ
とにより、複数のクラスタを生成する。
　画像生成部６１は、環境光画像と、距離画像と、反射強度画像と、を生成する。距離画
像とは、照射部２により照射されたレーザ光が物体で反射した反射点までの距離を画素ご
とに表した画像である。反射強度画像とは、照射部２により照射されたレーザ光が物体で
反射した反射光を受光部３が受光する強度を画素ごとに表した画像である。各画像は、解
像度を切り替え可能である。
【００２４】
　識別部５３は、環境光画像を解析し、検出対象とする物体であると識別された部分であ
る画像物標を環境光画像において検出する。つまり、識別部５３は、記憶部４に記憶され
ている種別情報と合致する物体を環境光画像から検出する。画像物標を検出する方法とし
ては、例えば、Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ、機械学習などが用いられる。
【００２５】
　物体検出部５４は、点群において、識別部５３により検出された画像物標に対応するク
ラスタを検出する。画像物標に対応するクラスタの検出については、後に詳述する。
　切替部５５は、切替処理として解像度を切り替える。鉛直方向における解像度について
は、受光部３において、１画素に使用する受光素子の数を減らし、鉛直方向における画素
数を増やすことで、解像度は高くなる。物体検出装置１は、複数の受光素子のうち第１の
個数の受光素子を１画素とする第１の解像度と、複数の受光素子のうち第１の個数よりも
数が少ない第２の個数の受光素子を１画素とする第２の解像度と、に切り替え可能に構成
されている。本実施形態では、物体検出装置１は、横６個×縦４個の計２４個の受光素子
を１画素とするデフォルトの解像度と、横６個×縦２個の計１２個の受光素子を１画素と
する高水準の解像度と、に切り替え可能に構成されている。一方、水平方向における解像
度については、照射部２において、レーザ光を走査する間隔を狭くし、水平方向における
画素数を増やすことで、解像度は高くなる。本実施形態では、高水準の解像度の場合、横
１０００画素、縦２００画素の解像度の画像が環境光画像として生成される。また、本実
施形態では、点群解像度は上述した画像の解像度と一致するように設定される。具体的に
は、高水準の場合は、水平方向に１０００個、鉛直方向に２００個の分割エリアにおいて
検出された反射点の群として点群が生成される。
【００２６】
　ここで、図２及び図３を用いて、壁と歩行者とが近接している場面を例にとって説明す
る。図２の環境光画像において、壁２１と分離して歩行者２２が画像物標として検出され
た場合でも、図３の点群においては、壁２３と歩行者２４とが区別されず１つのクラスタ
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として検出されてしまうことがある。ここで、物体の単位で区別されるべき複数のクラス
タが１つのクラスタに結合している状態を、クラスタが過結合しているという。
【００２７】
　また、図４及び図５を用いて、ミキサー車を例にとって説明する。図４に示すように、
環境光画像においてミキサー車２５が画像物標として検出された場合でも、図５の点群に
おいては、ミキサー車が車体における前方の部分２６とタンクの部分２７とで２つのクラ
スタとして検出されてしまうことがある。ここで、物体の単位で区別されるべき１つのク
ラスタが複数のクラスタに分割されている状態を、クラスタが過分割しているという。
【００２８】
　つまり、図２～図５に示す場面では、環境光画像において物体を正しい単位で検出する
ことができたとしても、点群においては物体を正しい単位で検出することが難しい場合が
ある。
【００２９】
　逆に、点群において物体を正しい単位で検出することができたとしても、環境光画像に
おいては物体を正しい単位で検出することが難しい場合もある。例えば、環境光画像にお
いて、まだらな模様を有する壁の一部や、路面にペイントされた矢印などが、歩行者を示
す画像物標として検出されることがある。
【００３０】
　そこで、本実施形態の物体検出装置１は、環境光画像と点群との両方を利用することに
よって物体の検出精度を向上させる物体検出処理を実行する。
　［２．処理］
　物体検出装置１の処理部５が実行する物体検出処理について、図６及び図７のフローチ
ャートを用いて説明する。物体検出処理は、測距エリア全体の測距が完了する度に実行さ
れる。なお、物体検出処理の開始時には、解像度はデフォルトの解像度に設定されている
。なお、本処理の説明において、単に解像度というときは、画像の解像度と点群の点群解
像度との両方を含む。
【００３１】
　まず、Ｓ１０１で、処理部５は、点群を生成する。なお、Ｓ１０１が、点群生成部５１
としての処理に相当する。
　続いて、Ｓ１０２で、処理部５は、点群をクラスタリングすることにより複数のクラス
タを生成する。生成された各クラスタは、初期値として種別情報をもたない。なお、Ｓ１
０２が、クラスタ生成部５２としての処理に相当する。
【００３２】
　続いて、Ｓ１０３で、処理部５は、環境光画像から画像物標を検出する。画像物標が検
出されることにより、当該画像物標の種別も認識される。環境光画像に検出対象とする物
体が複数存在する場合、処理部５は、環境光画像から複数の画像物標を検出する。以降の
処理は、画像物標ごとに実行される。なお、Ｓ１０２でクラスタが生成されたにもかかわ
らず、Ｓ１０３で画像物標が検出されなかった場合、処理部５は、Ｓ１１２へ移行し生成
された各クラスタを物体として検出した後、図６の物体検出処理を終了する。このとき、
生成された各クラスタは種別情報をもたない物体として検出される。なお、Ｓ１０３が、
識別部５３としての処理に相当する。
【００３３】
　続いて、Ｓ１０４で、処理部５は、画像物標対応クラスタを検出する。具体的には、ま
ず処理部５は、環境光画像においてＳ１０３で検出された画像物標を矩形で囲む。加えて
処理部５は、点群を各反射点の角度位置の情報を有する２次元平面とみなして、点群にお
いてＳ１０２で生成された複数のクラスタをそれぞれ矩形で囲む。次に処理部５は、画像
物標の矩形と重複するクラスタの矩形を検出し、当該クラスタを画像物標対応クラスタと
して検出する。ここで、画像物標の矩形と重複するクラスタの矩形が複数存在する場合、
画像物標の矩形との重複率が最大のクラスタの矩形を検出し、当該クラスタを画像物標対
応クラスタとして検出する。つまり、処理部５は、画像物標とクラスタとの対応付けを実
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施する。なお、画像物標の矩形と重複するクラスタの矩形が存在しない場合、画像物標を
無効とし、図６の物体検出処理を終了する。
【００３４】
　続いて、Ｓ１０５で、処理部５は、画像物標が示す物体までの距離が適切であるか否か
を判定する。具体的には、処理部５は、画像物標が示す物体までの距離が距離閾値以内で
ある場合、当該距離が適切であると判定する。物体までの距離が適切であるか否かの判定
は、環境光画像のみでは実施できないが、反射点までの距離の情報をもつ点群を用いるこ
とで可能となる。つまり、画像物標とクラスタとが対応付けられているため、例えば画像
物標対応クラスタの中心点と物体検出装置１との距離を、画像物標と物体検出装置１との
距離として用いることができる。なお以下の説明において、画像物標対応クラスタの画素
又は画素数とは、点群を構成する複数の反射点を検出する単位である分割エリア又は分割
エリアの数を意味する。
【００３５】
　処理部５は、Ｓ１０５で、画像物標が示す物体までの距離が適切であると判定した場合
には、Ｓ１０６へ移行し、画像物標が示す物体のサイズが適切であるか否かを判定する。
具体的には、処理部５は、画像物標が示す物体のサイズがサイズ閾値に収まる場合、当該
サイズが適切であると判定する。物体のサイズが適切であるか否かの判定は、環境光画像
のみでは実施できないが、反射点の３次元位置の情報をもつ点群を用いることで可能とな
る。画像物標が示す物体のサイズは、画像物標に対応する点群における部分に基づいて推
定される。画像物標に対応する点群における部分とは、点群における、画像物標の各画素
の位置に対応する角度位置の部分である。例えば、画像物標の画素数よりも画像物標対応
クラスタの画素数の方が多い場合、画像物標対応クラスタのうち、画像物標に対応する点
群における部分のサイズが、画像物標が示す物体のサイズと推定される。また例えば、画
像物標の画素数よりも画像物標対応クラスタの画素数の方が少ない場合、画像物標対応ク
ラスタの画素数に対する画像物標の画素数の比率を画像物標対応クラスタに乗じたクラス
タのサイズが、画像物標が示す物体のサイズと推定される。
【００３６】
　処理部５は、Ｓ１０６で、画像物標が示す物体のサイズが適切であると判定した場合に
は、Ｓ１０７へ移行し、画像物標の画素数と、画像物標対応クラスタの画素数と、が同等
であるか否かを判定する。具体的には、処理部５は、画像物標対応クラスタにおける画素
数から画像物標における画素数を引いた差分が、所定の画素数の範囲を示す画素数閾値に
おける上限値以下及び下限値以上に収まる場合、画像物標の画素数と、画像物標対応クラ
スタの画素数と、が同等であると判定する。例えば画素数閾値が、プラスマイナス１０画
素の範囲を示す場合、上限値はプラス１０、下限値はマイナス１０を示す。
【００３７】
　処理部５は、Ｓ１０７で、画像物標の画素数と、画像物標対応クラスタの画素数と、が
同等でないと判定した場合には、Ｓ１０８へ移行し、クラスタが過結合しているか否かを
判定する。クラスタが過結合しているか否かは、画像物標に対応する点群における部分に
、画像物標に対応する点群における部分と比較してサイズが大きなクラスタである過結合
クラスタが存在するか否かによって判定される。例えば、画像物標対応クラスタにおける
画素数から画像物標における画素数を引いた差分が、画素数閾値における上限値よりも大
きい場合、過結合クラスタが存在すると判定する。過結合クラスタが存在する場合、処理
部５は、クラスタが過結合していると判定する。
【００３８】
　処理部５は、Ｓ１０８でクラスタが過結合していると判定した場合には、Ｓ１０９へ移
行し、切替処理を実施済みであるか否かを判定する。本実施形態では、処理部５は、解像
度を切り替え済みであるか否かを判定する。なお、解像度を切り替える処理は、後述する
Ｓ１１０又はＳ１１５において実行される。
【００３９】
　処理部５は、Ｓ１０９で解像度を切り替え済みでないと判定した場合には、Ｓ１１０へ
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移行し、切替処理を実施、つまり解像度を高水準の解像度に切り替えた後、Ｓ１０１に戻
る。つまり、処理部５は、画像及び点群の解像度がより高い状態で、再びＳ１０１～Ｓ１
０８における処理を実行する。
【００４０】
　一方、処理部５は、Ｓ１０９で解像度を切り替え済みであると判定した場合には、Ｓ１
１１へ移行する。つまり、処理部５は、画像及び点群の解像度がより高い状態で、再びＳ
１０１～Ｓ１０８における処理を実行し、なおもクラスタが過結合していると判定した場
合、Ｓ１１１へ移行する。
【００４１】
　処理部５は、Ｓ１１１で過結合クラスタを分割する。処理部５は、過結合クラスタのう
ち画像物標に対応する部分である対象クラスタと、過結合クラスタのうち画像物標に対応
する部分を除いた部分である隣接クラスタと、の最短距離が、対象クラスタにおける隣り
合う２点間の距離の中で最大となる距離よりも大きくなり、かつ、隣接クラスタにおける
隣り合う２点間の距離の中で最大となる距離よりも大きくなる、ように過結合クラスタを
分割する。なお、処理部５は、過結合クラスタのうち画像物標に対応する部分をそのまま
分割して１つのクラスタとしてもよい。
【００４２】
　続いて、処理部５は、Ｓ１１２で画像物標に対応する点群における部分のクラスタを物
体として検出する。つまり、処理部５は、Ｓ１０８でクラスタが過結合していると判定し
、Ｓ１１１で過結合クラスタを分割した場合、過結合クラスタのうち画像物標に対応する
部分のクラスタを、種別情報をもつ物体として検出する。加えて、処理部５は、Ｓ１１２
で、過結合クラスタから分割した隣接クラスタを、種別情報をもたない物体として検出す
る。その後、処理部５は、図６の物体検出処理を終了する。
【００４３】
　一方、処理部５は、Ｓ１０８で、クラスタが過結合していないと判定した場合には、Ｓ
１１３へ移行し、クラスタが過分割しているか否かを判定する。クラスタが過分割してい
るか否かは、画像物標に対応する点群における部分に２以上のクラスタが存在するか否か
によって判定される。具体的には、画像物標対応クラスタにおける画素数から画像物標に
おける画素数を引いた差分が、画素数閾値における下限値よりも小さく、かつ、画像物標
に対応する点群における部分に画像物標対応クラスタ以外にも１以上のクラスタが存在す
る場合、処理部５は、クラスタが過分割していると判定する。
【００４４】
　処理部５は、Ｓ１１３でクラスタが過分割していると判定した場合には、Ｓ１１４へ移
行し、切替処理を実施済みであるか否かを判定する。本実施形態では、処理部５は、解像
度を切り替え済みであるか否かを判定する。
【００４５】
　処理部５は、Ｓ１１４で解像度を切り替え済みでないと判定した場合には、Ｓ１１５へ
移行し、切替処理を実施、つまり解像度を高水準の解像度に切り替えた後、Ｓ１０１に戻
る。つまり、処理部５は、画像及び点群の解像度がより高い状態で、再びＳ１０１～Ｓ１
０８，Ｓ１１３における処理を実行する。なお、Ｓ１１０，Ｓ１１５が、切替部５５とし
ての処理に相当する。
【００４６】
　一方、処理部５は、Ｓ１１４で解像度を切り替え済みであると判定した場合には、Ｓ１
１６へ移行する。つまり、処理部５は、画像及び点群の解像度がより高い状態で、再びＳ
１０１～Ｓ１０８，Ｓ１１３における処理を実行し、なおもクラスタが過分割していると
判定した場合、Ｓ１１６へ移行する。
【００４７】
　処理部５は、Ｓ１１６で画像物標に対応する点群における部分に存在する２以上のクラ
スタを結合した後、Ｓ１１２へ移行する。つまり、処理部５は、Ｓ１１６で２以上のクラ
スタを結合した場合、結合後のクラスタを種別情報をもつ物体として検出する。処理部５
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は、その後、図６の物体検出処理を終了する。
【００４８】
　処理部５は、Ｓ１１３でクラスタが過分割していないと判定した場合には、Ｓ１１２へ
移行し、画像物標対応クラスタを物体として検出した後、図６の物体検出処理を終了する
。このとき、画像物標対応クラスタは種別情報をもたない物体として検出される。なお、
処理部５は、Ｓ１１３でクラスタが過分割していないと判定した場合であっても、Ｓ１０
４で、画像物標の矩形と重複するクラスタの矩形が複数存在した場合は、画像物標の矩形
との重複率が次に最大のクラスタを画像物標対応クラスタとして、Ｓ１０５以降の処理を
繰り返す。
【００４９】
　一方、処理部５は、Ｓ１０７で、画像物標対応クラスタのサイズが適切であると判定し
た場合には、Ｓ１１２へ移行し、画像物標に対応する点群における部分のクラスタとして
画像物標対応クラスタを種別情報をもつ物体として検出した後、図６の物体検出処理を終
了する。これは、画像物標対応クラスタにおける画素数が、画像物標における画素数とほ
ぼ同等であり、画像物標対応クラスタが過分割も過結合もしていないことを表す。つまり
、画像物標が示す物体も、画像物標に対応する点群における部分のクラスタも、正しい単
位で検出されていることを表す。
【００５０】
　一方、処理部５は、Ｓ１０６で、画像物標が示す物体のサイズが適切でないと判定した
場合には、物標画像を無効とする。また処理部５は、Ｓ１１２へ移行し画像物標対応クラ
スタを物体として検出した後、図６の物体検出処理を終了する。このとき、画像物標対応
クラスタは種別情報をもたない物体として検出される。
【００５１】
　また、処理部５は、Ｓ１０５で、画像物標が示す物体までの距離が適切でないと判定し
た場合にも、物標画像を無効とする。また処理部５は、Ｓ１１２へ移行し画像物標対応ク
ラスタを物体として検出した後、図６の物体検出処理を終了する。このとき、画像物標対
応クラスタは種別情報をもたない物体として検出される。なお、Ｓ１０４～Ｓ１０８，Ｓ
１１１～Ｓ１１３，Ｓ１１６が、物体検出部５４としての処理に相当する。
【００５２】
　［３．効果］
　以上詳述した実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（３ａ）物体検出装置１は、点群と環境光画像とに基づいて、所定の物体を検出する。
このような構成によれば、環境光画像を利用せずに点群において所定の物体を検出する場
合と比較して、点群において物体の種別や単位を識別しやすい。また、前回生成されたク
ラスタと、今回生成されたクラスタと、の一致度を計算し物体を検出する場合と比較して
、初回の測距時にも２回目以降の測距時と同等の精度で物体を検出することができる。よ
って、物体検出装置１によれば、より高精度に物体を正しい単位で検出することができる
。
【００５３】
　（３ｂ）物体検出装置１は、点群をクラスタリングすることにより生成された複数のク
ラスタのうち２以上のクラスタが画像物標に対応する点群における部分に存在すると判定
した場合、当該２以上のクラスタを１つの物体として検出する。このような構成によれば
、点群においてクラスタが過分割している場合でも、物体検出装置１は、物体を正しい単
位で検出することができる。
【００５４】
　（３ｃ）物体検出装置１は、点群をクラスタリングすることにより生成された複数のク
ラスタのうち画像物標に対応する点群における部分と比較してサイズが大きな過結合クラ
スタが画像物標に対応する点群における部分に存在していると判定した場合、当該過結合
クラスタのうち画像物標に対応する部分を物体として検出する。このような構成によれば
、点群においてクラスタが過結合している場合でも、物体検出装置１は、物体を正しい単
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位で検出することができる。
【００５５】
　（３ｄ）物体検出装置１は、過結合クラスタのうち画像物標に対応する部分である対象
クラスタと、過結合クラスタのうち画像物標に対応する部分を除いた部分である隣接クラ
スタと、の最短距離が、対象クラスタおける隣り合う２点間の距離の中で最大となる距離
よりも大きくなり、かつ、隣接クラスタにおける隣り合う２点間の距離の中で最大となる
距離よりも大きくなる、ように過結合クラスタを分割する。このような構成によれば、過
結合クラスタのうち画像物標に対応する部分をそのまま分割して１つのクラスタとする場
合と比較して、物体検出装置１は、物体を正しい単位で検出することができる。
【００５６】
　（３ｅ）物体検出装置１は、画像物標が示す物体の種別に応じて、物体のサイズが、あ
らかじめ設定されたサイズの範囲内であると判定した場合、画像物標に対応する点群にお
ける部分を物体として検出する。つまり、物体検出装置１は、物体の種別ごとに想定され
るサイズに基づき、物体の確からしさを検証している。このとき、物体検出装置１は、環
境光画像を用いて物体の種別を識別し、点群を用いて物体のサイズを算出する。環境光画
像のみでなく点群を組み合わせることによって、物体検出装置１は、物体の種別の誤識別
を生じにくくすることができる。
【００５７】
　（３ｆ）物体検出装置１は、画像物標が示す物体の種別に応じて、物体までの距離が、
あらかじめ設定された距離の範囲内であると判定した場合、画像物標に対応する点群にお
ける部分を物体として検出する。つまり、物体検出装置１は、物体の種別ごとに想定され
る存在位置に基づき、物体の確からしさを検証している。このとき、物体検出装置１は、
環境光画像を用いて物体の種別を識別し、点群を用いて物体までの距離を算出する。環境
光画像のみでなく点群を組み合わせることによって、物体検出装置１は、物体の種別の誤
識別を生じにくくすることができる。
【００５８】
　（３ｇ）物体検出装置１では、受光部３が、複数の受光素子を有し、複数の受光素子の
うち第１の個数の受光素子を１画素とする第１の解像度と、複数の受光素子のうち第１の
個数よりも数が少ない第２の個数の受光素子を１画素とする第２の解像度と、に切り替え
可能である。このような構成によれば、解像度を第１の解像度と第２の解像度とに切り替
え可能でない場合と比較して、物体検出装置１は、より高精度に物体を検出することがで
きる。
【００５９】
　なお、本実施形態では、点群生成部５１、クラスタ生成部５２、識別部５３及び物体検
出部５４が検出部としての処理に相当する。
　［４．第２実施形態］
　［４－１．第１実施形態との相違点］
　第２実施形態は、基本的な構成及び処理は第１実施形態と同様であるため、共通する構
成及び処理については説明を省略し、相違点を中心に説明する。
【００６０】
　第１実施形態では、物体検出処理のＳ１０３で、環境光画像のみから画像物標を検出し
た。一方、第２実施形態では、環境光画像、距離画像及び反射強度画像のそれぞれから画
像物標を検出する。また、第２実施形態では、外部の明るさに応じて、点群、環境光画像
、距離画像及び反射強度画像の解像度を切り替える。
【００６１】
　［４－２．処理］
　第２実施形態の物体検出装置１の処理部５が実行する物体検出処理について、図８のフ
ローチャートを用いて説明する。
【００６２】
　Ｓ２０１で、処理部５は、外部の明るさが所定の閾値よりも明るいか否かを判定する。
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例えば、処理部５は、環境光の強度が、所定の閾値以上であった場合、外部が明るいと判
定する。
【００６３】
　Ｓ２０２で、処理部５は、外部の明るさに応じた点群解像度の点群を生成する。具体的
には、処理部５は、Ｓ２０１で外部の明るさが所定の閾値よりも明るいと判定した場合、
Ｓ２０１で外部の明るさが所定の閾値よりも明るくないと判定された場合よりも、点群解
像度が相対的に低い点群を生成する。一方、処理部５は、Ｓ２０１で外部の明るさが所定
の閾値よりも明るくないと判定した場合、点群解像度が相対的に高い点群を生成する。点
群解像度は、Ｓ２０３で生成される距離画像及び反射強度画像の解像度と一致する。
【００６４】
　続いて、Ｓ１０２で、処理部５は、点群をクラスタリングすることにより複数のクラス
タを生成する。
　続いて、Ｓ２０３で、処理部５は、外部の明るさに応じた解像度の画像を生成する。具
体的には、処理部５は、Ｓ２０１で外部の明るさが所定の閾値よりも明るいと判定した場
合、Ｓ２０１で外部の明るさが所定の閾値よりも明るくないと判定された場合よりも、解
像度が相対的に高い環境光画像を生成し、解像度が相対的に低い距離画像及び反射強度画
像を生成する。一方、処理部５は、Ｓ２０１で外部の明るさが所定の閾値よりも明るくな
いと判定した場合、解像度が相対的に低い環境光画像を生成し、解像度が相対的に高い距
離画像及び反射強度画像を生成する。
【００６５】
　また、Ｓ２０３で、処理部５は、環境光画像、距離画像及び反射強度画像のそれぞれか
ら画像物標を検出し、画像物標を統合する。統合とは、３種類の画像を用いて検出された
画像物標に基づいて、Ｓ２０３に続いて行われる処理で使用される１つの画像物標を生成
することである。例えば、処理部５は、３種類の画像のうち、いずれかの画像から画像物
標が検出された場合、画像物標として採用する。なお、画像物標を統合する方法はこれに
限定されるものではない。例えば、３種類の画像のうち、いずれか１つの画像のみから検
出された画像物標については、画像物標として採用しなくてもよい。すなわち、この場合
には、画像物標は検出されなかったものとして処理が進む。また、例えば、３種類の画像
のうち、いずれか２つの画像のみから検出された画像物標については、画像物標として採
用しなくてもよい。また、３種類の画像において異なる画像物標が検出されたときは、予
め画像ごとに定められた優先度に基づいて画像物標を決定したり、２つの画像で検出され
た画像物標を統合された画像物標としてもよい。このＳ２０３の後、処理がＳ１０４に進
む。Ｓ１０４～Ｓ１０６の処理は、図６にて示したＳ１０４～Ｓ１０６の処理と同様であ
る。
【００６６】
　処理部５は、Ｓ１０６で、画像物標が示す物体のサイズが適切であると判定した場合に
は、Ｓ２０４へ移行し、画像物標の画素数と、画像物標対応クラスタの画素数と、が対応
しているか否かを判定する。
【００６７】
　上述した第１実施形態のＳ１０７では、画像物標と画像物標対応クラスタのサイズを比
較するために、画像物標対応クラスタと画像物標との画素数を比較した。しかしながら第
２実施形態では、点群解像度と画像の解像度が異なる場合があるため、単純な比較ができ
ない。そこで、Ｓ２０２にて生成した点群の点群解像度と、Ｓ２０３にて生成した画像の
解像度と、に基づき、点群解像度と画像の解像度との比率を求める。例えば、もし仮に画
像の解像度が横５００画素、縦２００画素であり、点群解像度が横１０００画素、縦２０
０画素であれば、画像の１画素の面積は、点群の１画素の面積の２倍である。この場合、
画像物標の画素数に対して、画像物標対応クラスタの画素数が２倍であれば、測距エリア
における同一範囲の広さであると言える。このようにして上述した比率を求め、その比率
を考慮した上で、画像物標のサイズと、画像物標対応クラスタのサイズと、が同等である
か否かを求める。なお、上記の手法は一例であり、画像物標対応クラスタと画像物標との
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画素数が異なる場合にそれらのサイズを比較可能な様々な手法をとり得る。
【００６８】
　処理部５は、Ｓ２０４で、画像物標の画素数と、画像物標対応クラスタの画素数と、が
対応していないと判定した場合には、Ｓ１０８へ移行する。一方、画像物標の画素数と、
画像物標対応クラスタの画素数と、が対応していると判定した場合には、Ｓ１１２へ移行
する。Ｓ１０８以降の処理は、図７にて示したＳ１０８～Ｓ１１６の処理と同様であるた
め、説明を割愛する。
【００６９】
　［４－３．効果］
　以上詳述した第２実施形態によれば、以下の効果が得られる。
　（４ａ）物体検出装置１は、外部の明るさが明るいと判定した場合、外部の明るさが明
るくないと判定した場合と比較して相対的に解像度の高い環境光画像と、相対的に解像度
の低い距離画像及び反射強度画像と、に基づいて物体を検出する。このような構成によれ
ば、環境光画像においては、高解像度の環境光画像から画像物標が検出されるため、画像
認識精度が高くなる。また、距離画像及び反射強度画像においては、ＳＮが向上するため
、検知距離が延びる傾向にある。よって、より遠方まで物体の検出が可能となる。なお、
ＳＮとは、信号とノイズの比のことである。
【００７０】
　（４ｂ）物体検出装置１は、外部の明るさが明るくないと判定した場合、外部の明るさ
が明るいと判定した場合と比較して相対的に解像度の低い環境光画像と、相対的に解像度
の高い距離画像及び反射強度画像と、に基づいて物体を検出する。このような構成によれ
ば、そもそも外部が明るくない場合の環境光画像の信頼度は低いため、環境光画像の解像
度を低くしても信頼度に影響を与えにくい。よって、処理負荷を抑制しつつ環境光画像を
生成することができる。また、距離画像及び反射強度画像においては、環境光の強度が低
い場合にはノイズが少なくなるので、検知距離が長くなる傾向にある。よって、解像度を
高くしても検知距離が下がるのを抑制できる。
【００７１】
　（４ｃ）物体検出装置１において、点群解像度は、距離画像及び反射強度画像の解像度
と一致する。このような構成によれば、点群における各反射点の角度位置と、距離画像及
び反射強度画像における各画素の位置とは１対１で対応することから、距離画像及び反射
強度画像を画像解析して認識される物体と、点群において認識される物体と、の対応がと
りやすくなる。
【００７２】
　（４ｄ）物体検出装置１において、処理部５は、Ｓ２０２で外部の明るさに応じた点群
解像度の点群を生成し、Ｓ２０３で外部の明るさに応じた解像度の画像を生成した。加え
て、処理部５は、Ｓ１０８でクラスタが過結合していると判定した場合、Ｓ１１０で高水
準の点群解像度及び解像度に切り替えた。処理部５は、Ｓ１１３でクラスタが過分割して
いると判定した場合にも、Ｓ１１５で高水準の点群解像度及び解像度に切り替えた。この
ような構成によれば、第１実施形態と同様に、より高精度に物体を検出することができる
。
【００７３】
　なお、本実施形態では、Ｓ２０１が判定部としての処理に相当する。
　［４－４．第２実施形態の変形例］
　（ｉ）上記実施形態では、環境光画像、距離画像及び反射強度画像の３種類の画像に基
づいて物体が検出された。しかし、用いられる画像の種類の数はこれに限定されるもので
はない。例えば、環境光画像、距離画像及び反射強度画像のうち少なくとも１種類が用い
られてもよい。また、環境光画像と、距離画像及び反射強度画像のうち少なくとも一方と
、が用いられてもよい。
【００７４】
　（ｉｉ）上記実施形態では、外部の明るさが明るいと判定された場合、外部の明るさが



(15) JP 2021-131385 A 2021.9.9

10

20

30

40

50

明るくないと判定された場合と比較して環境光画像の解像度は相対的に高く、点群の点群
解像度は相対的に低かった。また、外部の明るさが明るくないと判定された場合、外部の
明るさが明るいと判定された場合と比較して環境光画像の解像度は相対的に低く、点群の
点群解像度は相対的に高かった。つまり、点群の点群解像度が相対的に低いときには、環
境光画像の解像度は相対的に高く、点群の点群解像度が相対的に高いときには、環境光画
像の解像度は相対的に低く設定された。しかし、点群解像度と解像度との設定の方法はこ
れに限定されるものではない。例えば、点群の点群解像度を一定にしたまま、環境光画像
の解像度を高く又は低く切り替えてもよいし、環境光画像の解像度を一定にしたまま、点
群の点群解像度を高く又は低く切り替えてもよい。また、例えば、点群の点群解像度が低
いときに、環境光画像の解像度も低くなるように切り替えてもよいし、点群の点群解像度
が高いときに、環境光画像の解像度も高くなるように切り替えてもよい。
【００７５】
　また、距離画像及び反射強度画像についても同様に、例えば、点群の点群解像度を一定
にしたまま、距離画像及び反射強度画像の解像度を高く又は低く切り替えてもよいし、距
離画像及び反射強度画像の解像度を一定にしたまま、点群の点群解像度を高く又は低く切
り替えてもよい。また、例えば、点群の点群解像度が低いときに、距離画像及び反射強度
画像の解像度も低くなるように切り替えてもよいし、点群の点群解像度が高いときに、距
離画像及び反射強度画像の解像度も高くなるように切り替えてもよい。
　このような構成によれば、点群の点群解像度と画像の解像度とを、それぞれ独立して適
切な値に設定できる。
【００７６】
　（ｉｉｉ）上記実施形態では、環境光画像と、距離画像及び反射強度画像とは解像度が
異なっていた。すなわち、第３の解像度を有する環境光画像と、第３の解像度とは異なる
第４の解像度を有する距離画像及び反射強度画像と、に基づいて物体が検出された。しか
し、環境光画像と、距離画像及び反射強度画像との解像度は一致していてもよい。このよ
うな構成によれば、それぞれの画像から検出された画像物標の対応がとりやすくなる。
【００７７】
　（ｉｖ）上記実施形態では、点群解像度は、距離画像及び反射強度画像の解像度と一致
していた。しかし、点群の解像度は、距離画像及び反射強度画像の解像度と一致していな
くてもよいし、距離画像及び反射強度画像のうちの一方の解像度とのみ一致していてもよ
い。
【００７８】
　（ｖ）上記実施形態では、外部の明るさに応じた解像度の点群及び画像を生成した。し
かし、点群及び画像は、外部の明るさ以外の要件により解像度が設定されてもよい。例え
ば、時刻、ヘッドライトの点灯の有無、走行する道路の属性などに応じて解像度が設定さ
れる構成であってもよい。
【００７９】
　（ｖｉ）上記実施形態では、環境光の強度に基づき、外部の明るさを判定した。しかし
、外部の明るさの判定の方法はこれに限定されるものではない。例えば、照度センサが用
いられてもよい。
【００８０】
　（ｖｉｉ）上記実施形態では、処理部５は、Ｓ１０７からＳ１１１、及びＳ１１３～Ｓ
１１６の処理によって、クラスタが過結合している場合には分割し、クラスタが過分割し
ている場合には結合した。しかし、処理部５は、上述したクラスタの分割や結合をおこな
わなくてもよい。例えば、図９に示すように、処理部５は、Ｓ１０４で画像物標対応クラ
スタを検出した後、Ｓ２０５で、画像物標が示す物体までの距離が適切かを判定する。具
体的には、処理部５は、図６のＳ１０５と同様に判定する。
【００８１】
　続いて、Ｓ２０６で、処理部５は、画像物標が示す物体のサイズが適切かを判定する。
具体的には、処理部５は、図６のＳ１０６と同様に判定する。
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　続いて、Ｓ２０７で、処理部５は、物体を検出する。このとき、Ｓ２０５で画像物標が
示す物体までの距離が適切であると判定され、かつ、Ｓ２０６で画像物標が示す物体のサ
イズが適切であると判定された場合、画像物標対応クラスタは、種別情報をもつ物体とし
て検出される。その後、処理部５は、図９の物体検出処理を終了する。
【００８２】
　一方、Ｓ２０７で、Ｓ２０５で画像物標が示す物体までの距離が適切でないと判定され
、又は、Ｓ２０６で画像物標が示す物体のサイズが適切でないと判定された場合、画像物
標対応クラスタは、種別情報をもたない物体として検出される。その後、処理部５は、図
９の物体検出処理を終了する。
【００８３】
　また、図７に戻り、例えば、処理部５は、Ｓ１０８でクラスタが過結合しているかを判
定した後、Ｓ１０９，Ｓ１１０の処理をスキップしてもよい。また、処理部５は、Ｓ１１
３でクラスタが過分割しているかを判定した後、Ｓ１１４，Ｓ１１５の処理をスキップし
てもよい。つまり、処理部５は、切替処理を実施することなく、クラスタを分割又は結合
し、種別情報をもつ物体として検出してもよい。
【００８４】
　［５．他の実施形態］
　以上、本開示の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定されるこ
となく、種々の形態を採り得ることは言うまでもない。
【００８５】
　（５ａ）上記実施形態では、受光素子としてＳＰＡＤを備える構成を例示した。しかし
、入射光の光量の時間的変化を検出できれば、どのような受光素子が用いられてもよい。
【００８６】
　（５ｂ）上記実施形態では、環境光画像が用いられる構成を例示した。しかし、用いら
れる画像の種類はこれに限定されるものではない。例えば、環境光画像に加えて又は代え
て、距離画像及び反射強度画像の少なくとも一方が用いられてもよい。なお、距離画像も
反射強度画像も、分割エリアの数に応じて生成されることから、点群における各反射点の
角度位置と、距離画像及び反射強度画像における各画素の位置とは１対１で対応する。こ
れにより、距離画像及び反射強度画像を画像解析して認識される物体と、点群において認
識される物体と、の対応関係が高い精度で特定可能となる。
【００８７】
　ここで、環境光画像を用いた場合、晴れた日中などには検出性能が高いが、夜間やトン
ネル内などでは検出性能が下がることがある。一方、距離画像及び反射強度画像を用いた
場合、これとは逆の特性をもつ。よって、物体検出装置１は、これらの画像を併用するこ
とで、より高精度に物体を正しい単位で検出することができる。
【００８８】
　（５ｃ）上記実施形態では、過分割又は過結合の疑いがある場合、解像度を切り替えた
後、測距エリア全体において再び測距が実行された。しかし、再び測距が実行される範囲
はこれに限定されるものではない。物体検出装置１は、測距エリアにおける一部の範囲、
例えば過結合や過分割が疑われる範囲に限って再び測距を実行してもよい。これにより、
解像度の切り替えが不要な範囲で物体が過剰に検出されることを抑制し、検出タイミング
が遅くなるのを防ぎやすくすることができる。
【００８９】
　（５ｄ）上記実施形態では、１画素あたりの受光素子の個数を切り替えることによって
解像度を第１の解像度と第２の解像度とに切り替える構成を例示した。しかし物体検出装
置１は、測距エリアの範囲を切り替えることによって解像度を切り替えてもよい。具体的
には、照射部２により照射されるレーザ光の水平方向における角度範囲を切り替える。例
えば物体検出装置１は、分割エリアの数は変えずに、角度範囲を－６０°～＋６０°から
－２０°～＋２０°に切り替える。分割エリアの数は変えずに角度範囲を狭くすると、当
該角度範囲における分割エリアの数が相対的に多くなり、解像度は相対的に高くなる。よ
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変えずに３分の１の範囲を表現するので、解像度は相対的に高くなる。
【００９０】
　また、物体検出装置１は、切替処理として、解像度を切り替えることに加えて又は代え
て、各分割エリアに対してレーザ光を照射する回数を、第１の照射回数から、第１の照射
回数よりも多い第２の照射回数に切り替えることによってＳＮを向上させてもよい。レー
ザ光を照射する回数とは、測距エリアにおける測距を一巡する間に分割エリアのそれぞれ
に対して物体検出装置１がレーザ光を照射する各回数のことである。なお、上記実施形態
では、第１の照射回数として１回が設定されており、各分割エリアに対してレーザ光が１
回ずつ照射されていた。このような構成によれば、例えば図５のように、ミキサー車が車
体における前方の部分２６とタンクの部分２７とで２つのクラスタとして検出されてしま
うような場合にも、物体検出装置１は、ＳＮを高くすることで前方の部分２６とタンクの
部分２７とをつなぐ車体における部分も検出しやすくなる。これにより、物体検出装置１
は、ミキサー車を２つのクラスタではなく１つのクラスタとして検出することができるよ
うになる。
【００９１】
　なお、上記実施形態では、測距エリア全体がレーザ光を照射する対象の範囲と設定され
ていたが、各分割エリアに対してレーザ光を照射する回数を増やすと、検出周期が長くな
り、物体を検出するタイミングが遅れることが考えられる。そこで、物体検出装置１は、
第１の照射回数から第２の照射回数に切り替えるのを、測距エリアにおける一部の範囲、
例えば過結合や過分割が疑われる範囲に限ってもよい。これにより、物体検出装置１は、
物体を検出するタイミングが遅れるのを抑制しつつ、より高精度に物体を正しい単位で検
出することができる。
【００９２】
　（５ｅ）上記実施形態では、サイズ閾値として、上限値のみが設定された構成を例示し
た。しかし、サイズ閾値として、上限値に加えて又は代えて下限値を設定してもよい。
　（５ｆ）上記実施形態では、画像物標対応クラスタの画素数が画像物標の画素数と比較
して、所定の画素数以上多い場合、過結合クラスタが存在すると判定した。しかし、例え
ば、画像物標に対応する点群における部分に存在するクラスタを構成するすべての反射点
の点数である全体点数と、画像物標に対応する部分の反射点の点数である部分点数と、を
比較することによって、過結合クラスタが存在するか否かを判定してもよい。また例えば
、全体点数を部分点数で割った値が、１よりも大きい所定値以上である場合、過結合クラ
スタが存在すると判定してもよい。
【００９３】
　（５ｇ）上記実施形態における１つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分
散させたり、複数の構成要素が有する機能を１つの構成要素に統合したりしてもよい。ま
た、上記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、上記実施形態の構成の少なくと
も一部を、他の上記実施形態の構成に対して付加、置換等してもよい。
【符号の説明】
【００９４】
　１…物体検出装置、２…照射部、３…受光部、５１…点群生成部、５２…クラスタ生成
部、５３…識別部、５４…物体検出部。
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